
別記様式第４号（別記１の第６の２関係） 
 

６平鳥被対協議会第８号 
令和６年６月２８日 

 
 
 青森県知事 殿 
 

 

                  郵 便 番 号 036-0604  

                  所  在  地 平川市柏木町藤山 25-6 

                  名    称 平川市鳥獣被害防止対策協議会 

                  代表者職氏名 会長 田中 純         
 

令和５年度鳥獣被害防止総合対策交付金（鳥獣被害防止総合支援事業、 
鳥獣被害防止緊急捕獲活動支援事業、鳥獣被害防止対策促進支援事業） 
に関する改善計画について 

 
 令和５年度において鳥獣被害防止総合対策交付金で実施した事業について、当初事業実

施計画の目的の達成が図られるよう、下記の改善計画を実施することとするので、報告し

ます。 
 

記 
 
別紙のとおり 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
別紙 
 
１ 事業の導入及び取組の経過 
  令和３年度  ・クマ、イノシシ等有害鳥獣の捕獲活動 

         ・カラスの追い払い活動 

・ニホンジカ、イノシシ用くくりわな 12 基導入 

         ・電気止め刺し２本導入 

         ・ＩＣＴ捕獲検知器５台追加導入（計 20 台） 

 

  令和４年度  ・クマ、イノシシ等有害鳥獣の捕獲活動 

         ・カラスの追い払い活動 

         ・クマ用ドラム缶罠５基追加導入（計 30 基） 

         ・小動物用箱わな３基導入 

         ・ＩＣＴ捕獲検知器５台追加導入（計 25 台） 

 

  令和５年度  ・クマ、イノシシ等有害鳥獣の捕獲活動 

         ・カラスの追い払い活動 

         ・クマ用わな２基追加導入（計 32 基） 

         ・鳥獣被害対策総合補償制度加入（実施隊員分） 
 
 
２ 当初事業実施計画の目標が未達成である原因及び問題点 
   
  〇実施隊員の高齢化と担い手不足 
    平川市鳥獣被害対策実施隊（以下実施隊）の隊員の高齢化と担い手不足により、

急増した対象鳥獣の出没への対応が追い付かなかったため。 
  〇防護柵・侵入防止柵の未整備 
    被害地域が広範囲のため、効果的な防護柵・侵入防止柵の設置を実施できなかっ

たため。 
   
 
３ 実績及び改善計画 
  （改善計画は、下記の様式により作成すること。なお、要領に定める事業実施状況報

告書の写しを添付すること。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（様式）被害防止計画の達成状況に係る部分 

区分 指標 
対象 
鳥獣 

被害防止計画の達成状況 

達成率

（％） 
備考 

目標 

 

(R5 年) 

基準年度

の実績 

(R 元年) 

1 年目 

 

(R3 年) 

2 年目 

 

(R4 年) 

3 年目 

 

(R5 年) 

被害防止 
計画 
（被害の軽

減目標） 

被害 

金額 

(千円) 

ツキノワ

グマ 
 
カラス 
 
イノシシ 
 
ニホンザ

ル 

621 

 

 

3 

 

- 

 

- 

887 

 

 

5 

 

0 

 

0 

493 

 

 

0 

 

0 

 

0 

223 

 

 

0 

 

4 

 

0 

835 

 

 

0 

 

0 

 

16 

19.55 

 

 

250 

 

- 

 

- 

 

合計 624 892 493 227 851  

被害 

面積 

(ha) 

ツキノワ

グマ 
 
カラス 
 
イノシシ 
 
ニホンザ

ル 

21.6 

 

 

0.07 

 

- 

 

- 

30.9 

 

 

0.1 

 

0 

 

0 

14.6 

 

 

0 

 

0 

 

0 

6.3 

 

 

0 

 

0.2 

 

0 

26.0 

 

 

0 

 

0 

 

0.4 

52.69 

 

 

333.33 

 

- 

 

- 

 

合計 21.67 31.0 14.6 6.5 26.4  

（注）１ 指標は、被害防止計画と整合をとること。 
   ２ 被害防止計画の達成状況のうち、「目標」、「基準年度の実績」は被害防止計

画から転記し、それ以外は被害防止計画に基づく取組実績を記載すること。 
   ３ 各指標ごとの合計も記載すること。 
   ４ 被害防止計画を見直し、目標の変更を行った場合は、備考欄に新たな目標を記

載すること。 
 
 
４ 改善方策 
  （要領に定める事業評価報告書の事業効果及び評価の欄を参照し、問題点の解決のた

めに必要な方策を、事業内容の見直しを含め具体的に記述すること。） 
   
 〇人手不足の解消 
    人手不足を解消するため、狩猟免許取得、銃所持許可に係る諸費用の助成を行い、

実施隊への加入促進を図る。 
〇実施隊の活動活性化 

    実施隊活動報酬を１時間当たり 1,000 円から 1,200 円に増額し、実施隊活動の活

性化を図る。 
 〇ICT 機器を活用した実施隊活動の省力化 
    センサーカメラや ICT 捕獲検知器を活用することで、実施隊活動の省力化を図る。 
 〇狩猟関連品の整備 
    各猟友会からの要望をもとに、わな、止め刺し等の必要な狩猟関連用品を整備す

ることで、狩猟活動の充実を図る。 



 〇赤外線カメラ搭載ドローンの活用 
    赤外線カメラ搭載ドローンを活用した、対象鳥獣の生息域等の調査を行い、効率

的な捕獲活動の実施を図る。 
 〇出没・目撃・捕獲情報の周知 
    防災無線放送、看板、防災情報メール、SNS 等を活用することで、市民への周知

を図る。また、平川市ホームページにて、出没・目撃・捕獲場所を示した地図を公

開する。 

 〇侵入防止柵について 

    農業者への要望を踏まえ、電気柵等の設置を検討する。 
 
５ 改善計画を実施するための推進体制 

   

関係機関との連携を強化し、迅速な対応を図る。 

 

  （１）関係機関等の役割 

関係機関等の名称 役 割 

平川市経済部農林課 

・被害状況の把握 

・防災無線放送、防災情報メール、SNS、注意看

板による市民への周知 

・平川市鳥獣被害対策実施隊への緊急捕獲依頼 

・黒石警察署への出動要請 

・近隣施設等への情報提供 

・関係機関等と連携 

中南地域県民局地域農林水産部 

（農業普及振興室・林業振興課） 

・有害鳥獣捕獲についての指導、助言 

・市と連携した対応 

黒石警察署 

・現場確認等 

・市と連携した対応 

・銃器等の取扱い指導、助言等 

平川市鳥獣被害対策実施隊 ・市と連携し緊急捕獲等の対応 

   



（２）緊急時の連絡体制 


